
資料３

農林水産省における地球温暖化適応策の検討・実施体制について

※「○」を付けている農林水産技術会議事務局 髙橋局長、生産局 山田局長は、チーム長

として環境政策課 末松課長とともに各チームの取りまとめを行う。

【 地球温暖化による影響の評価」チーム】「

（チーム長：農林水産技術会議事務局 髙橋局長）

地球温暖化や異常気象が世界の食料生産、日本の農林水産業に与える影響について

評価を行う。

○農林水産技 ○地球温暖化の進行が世界の食料生産、日本の農林水産業に与える影

術会議事務局 響に関する調査研究等を実施。

生産局 ○近年の地球温暖化や異常気象の発生が日本の農林水産業に与えてい

る影響に関する情報収集等を実施。

総合食料局 ○地球温暖化、異常気象が世界の食料需給に与える影響に関する情報

収集等を実施。

農村振興局 ○地球温暖化の進行が日本の農業施設に与える影響に関する調査研

究、情報収集を実施。

林野庁 ○地球温暖化の進行が世界、日本の森林・林業に与える影響に関する

調査研究、情報収集を実施。

水産庁 ○地球温暖化の進行が世界、日本の水産資源・漁業に与える影響に関

する調査研究、情報収集を実施。

【 地球温暖化適応策の研究開発」チーム】「

（チーム長：農林水産技術会議事務局 髙橋局長）

、 、 。地球温暖化による影響の評価を踏まえ 新たな適応策の研究開発 情報収集を行う

○農林水産技 ○地球温暖化による影響の評価を踏まえ、新たな適応策の研究開発等

術会議事務局 を実施。

生産局 ○地球温暖化による影響の評価を踏まえ、新たな適応策の研究開発、

農村振興局 情報収集を実施。
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【 地球温暖化適応策等の実施に向けた検討・施策の展開」チーム】「

（チーム長：生産局 山田局長）

地球温暖化、異常気象による影響を考慮し、既存の技術や新たな適応策での対応の

検討を行い、必要に応じて施策を展開する。

○生産局 ○既存の技術（栽培体系、品種転換等）での対応の検討・実施。

○普及段階に至った新たな適応策での対応の検討・実施。

統計部 ○地球温暖化による水稲生産への影響を考慮し、平年収量算定方法の

あり方を検討・反映。

消費・安全局 ○地球温暖化の進行等により新たな病害虫等が発生した場合には、速

やかに対処。

総合食料局 ○適応策の検討・実施。
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